
みなさまの取組で保険料率が変わります!職場内で掲示・回覧し情報を共有しましょう!
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協会けんぽ2022(令和4)年度決算俔込み)のお知らせ

2022年度の決算は収入が11兆3ρ93億円、支出が10兆8774億円で、

収支差は4β19億円となりました。

ポイントとして、収支差は前年度比で増加(+],328億円)しましたが、この

要因は、保険料収入の増加(+1,868億円)より保険給付費の増加(+2,502億

円)が上回ったものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う2020年

度の高齢者の医療費の一時的な減少により、後期高齢者支援金に多額の精算

(戻り分],90]億円)が生じたこと等によって支出の伸ぴが抑えられたこと

によるもので、一時的な特殊事情によるものです。

※詳しくは、協会けんぽホームページをこ覧ください。

2022年度の決算俔込み)のボイント
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高齢者の皆さまの医療費の一部を現役世代が負担しています。
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その額は、支出の約i谷を占め、重い負担になっています。
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今後、団塊の世代が75歳以上となることによって、高齢者

医療への拠出金の増加が見込まれています。

高齢者医療への拠出金等 33.0%
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2022年度決算俔込み)

協会けんぽが医療機関に支払う費用や、

傷病手当金等の支払いに要する費用

保険給付費 63.99'0

Q.2022年度の決算は黒字額が増加しましたが、協会けんぽの財政は今後どのような見通しなのでしょうか?

収入

支出

A ",叺即加■、肝復劫ち細魯加、吠宗,。

]]兆3,093億円

] 0兆8,フ74億円

収支差

準備金

●収入面では、賃上げによる賃金の上昇が当面は見込まれるものの、被保険者数の伸びが鈍化していることや、不安定な

海外情勢や物価高の影響等で経済の先行きが不透明であること等によって、これまでのような保険料収入の増加が今

後も続くとは期待し難いこと。

●支出面では、医療給付費がコロナ禍前の水準を上回って推移した2021年度(対前年度比+86%)をさらに上回り、

2022年度は対前年度比+4.4%と高い伸ぴで推移していることや、今後も、後期高齢者支援金の増加が見込まれること。

こうした状況を踏まえ、協会は、将来を見据えて、加入者の健康増進の取り組みを中心とした医療費の適正化をさらに推

進するとともに、安定した財政運営に努めてまいります。

4,3] 9億円(十].328億円)

4兆7,4]4億円(+4,3] 9億円)

1 医療分

健診・保健指導経費 1.2ψ

(十】.8] 3億円)

(+ 486億円)

支出

約10.9兆円

(P全国健塵保険協本新潟支、β

※()内は、対前年度比。

協会事務費 09%

〒950-8513 新潟市中央区東大通2・4-4日生不動産東大通ビル3階 TEL025・242・0260(代表)
※この広報誌は協会けんぽにご加入の事業所様以外にも情報提供としてお送りしています。

保険料収入 888%

被保険者・事業主の皆さまに

納めていただいている保険料

収入

約11.3兆円

その他の支出 1.0%

国からの補助金

その他の収入 02ツ

1 1.09,'0
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協会けんぽ新潟支部

トコラボヘルスの推進

2022(令和4)年度新潟支部の主な取り組み*各項目1こおける結果の一部をこ紹介いたします。

1,114事業所(R3)

→1516事業所(R4)
が健康宣言しています!

抄特定健診・特定保健指導の推進

生活習慣病予防健診実施率

事業者健診データ取得率

被扶養者の特定健診実施率

被保険者の特定保健指導実施率

被扶養者の特定保健指導実施率

事業主様とのコラボヘルスとして健康宣

言事業を行っています。事業主様が職場

の健康づくりに取り組むことを宣言し、

事業主様と協会けんぽが連携して、事業

所の健康課題の改善に取組む事業です。

R4見込み

70.6qo

93%

31.2qo

19.99、0

67qo

事業主・事業所担当者の皆様へ

退職される方の保険証の回収にこ協力をお願いします!

R3実績

70.oqo

9.09'0

32.59'0

23.]0ゐ

6.99'0

退職すると今お使いの保険証は資格がなくなります。資格のない保険証で医療機関を受診すると、従業員様より医療費

(協会けんぽ負担分=総医療費の7割~8割)を返還していただくことになります。資格のない保険証の使用を防ぐために

も、従業員様が退職する際には、確実な保険証の回収をお願いいたします。

■債権の発生防止のための保険証の回収強化

健康保険委員委嘱者数事業主の皆様や地方

自治体との連携など フ,041人(R3)
を通じて、受診機会

→7,483人(R4)!を増やすことで、健

診実施率・特定保健

亀需令
指導実施率の向上に

向けて取り組んでま

いります。

資格喪失後1か月以内の

保険証回収率

92.81ヲ'0(R4実績)
90.30qo(R3実績)

ト広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進
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喪失後受診の多発により医療費の返納金が増えています!

令和4年度返納金発生金額 110,292,167円"

匝亜亘可

保険証末返却の方に対して文書

催告や広報を通じて、退職後は保

険証が無効1こなる旨の周知を強

化しています。

※「喪失後受診」とは、退職後に資格のない保険証を医療機関に提示して受診することです。

健康保険事業についてそ理解・そ協

力をいただくために、健康保険委員

向け広報誌や冊子(協会けんぽ

GUIDEBOOK)の配布、YOUTube動

画を紹介するなど、分かりやすい広

報活動の実施に努めてまいります。

資格のない保険証の使用

(資格喪失後受診)

・退職される方の保険証は退職時に必ず回収してください。

・資格喪失届・被扶養者異動届(解除)の届出時には、回収した保険証を添付のうぇ提出してください。

・回収した保険証は、日本年金機構へ返却をお願いします。

※電子申請の場合は、到達番号が分かる画面を印刷のうえ、保険証と併せてこ郵送ください。

全国で最も低い保険料率を継続していくためには

皆様ので協力が必要です!

退職される方へ

必ずお伝えください

健康保険財政の圧迫や

島 保険料の上昇につながります!

Z!>、保険証が使用できるのは、退職日までです。

Z公被扶養者のいる方は、被扶養者の分もあわせて、保険証を速やかに勤務先に返却してください。

ム＼資格のない保険証で医療機関を受診すると、後日医療費を返還していただくことになります。

■

退職後は速やかに勤務先へ保険証を返却してください!

,へのお願い
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<お問い合わせ先レセプトグループ>
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